
 報告第４号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定によって、別紙のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 令和８年６月８日提出 

 

 

長岡京市長 中小路 健 吾 

 

 

 



 専決第４号 

 

長岡京市税条例等の一部改正について 

 

 長岡京市税条例（昭和２５年長岡京市条例第１号）、長岡京市税条例の一部を

改正する条例（昭和２６年長岡京市条例第１０号）及び長岡京市税条例等の一

部を改正する条例（平成２６年長岡京市条例第１１号）の一部を別紙のとおり

改正するものとする。 

 

 令和８年３月３１日専決 

 

 

長岡京市長 中小路  健吾 



 

   長岡京市税条例等の一部を改正する条例 

（長岡京市税条例の一部改正） 

第１条 長岡京市税条例（昭和２５年長岡京市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（納期限後に納付し又は納入する税金又

は納入金に係る延滞金） 

（納期限後に納付し又は納入する税金又

は納入金に係る延滞金） 

第１８条 納税者又は特別徴収義務者は、

第３８条、第４３条、第４３条の２若し

くは第４３条の５（第５０条の７の２に

おいて準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４４条の４第１項

（第４４条の５第３項において準用する

場合を含む。以下この条において同じ。）、

第４５条第１項（法第３２１条の８第３

４項及び第３５項の申告書に係る部分を

除く。）、第５０条の７、第６４条、第

８０条第２項、第９４条第１項若しくは

第２項、第９８条第２項又は第１２５条

第１項に規定する納期限後にその税金を

納付し、又は納入金を納入する場合には、

当該税額又は納入金額にその納期限（納

期限の延長があつたときは、その延長さ

れた納期限とする。以下第１号、第２号

及び第５号において同じ。）の翌日から

納付又は納入の日までの期間の日数に応

じ、年１４．６パーセント（次の各号に

掲げる税額の区分に応じ、第１号から第

４号までに掲げる期間並びに第５号及び

第６号に定める日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加

算して納付書によつて納付し、又は納入

書によつて納入しなければならない。 

第１８条 納税者又は特別徴収義務者は、

第３８条、第４３条、第４３条の２若し

くは第４３条の５（第５０条の７の２に

おいて準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４４条の４第１項

（第４４条の５第３項において準用する

場合を含む。以下この条において同じ。）、

第４５条第１項（法第３２１条の８第３

４項及び第３５項の申告書に係る部分を

除く。）、第５０条の７、第６４条、第

７８条の６第１項、第８０条第２項、第

９４条第１項若しくは第２項、第９８条

第２項又は第１２５条第１項に規定する

納期限後にその税金を納付し、又は納入

金を納入する場合には、当該税額又は納

入金額にその納期限（納期限の延長のあ

つたときは、その延長された納期限とす

る。以下第１号、第２号及び第５号にお

いて同じ。）の翌日から納付又は納入の

日までの期間の日数に応じ、年１４．６

パーセント（次の各号に掲げる税額の区

分に応じ、第１号から第４号までに掲げ

る期間並びに第５号及び第６号に定める

日までの期間については、年７．３パー

セント）の割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付書によ

つて納付し、又は納入書によつて納入し

なければならない。 



 

改正後 改正前 

⑴  第３８条、第４３条、第４３条の２

若しくは第４３条の５、第４４条の４

第１項、第５０条の７、第６４条、第

８０条第２項、第９８条第２項の納期

限後に納付し、又は納入する税額 当

該納期限の翌日から１月を経過する

日までの期間 

⑴ 第３８条、第４３条、第４３条の２

若しくは第４３条の５、第４４条の４

第１項、第５０条の７、第６４条、第

８０条第２項、第９８条第２項の納期

後に納付し、又は納入する税額 当該

納期限の翌日から１月を経過する日ま

での期間 

⑵  第９４条第１項又は第２項の申告

書に係る税額（第４号に掲げる税額を

除く。） 当該税額に係る納期限の翌

日から１月を経過する日までの期間 

⑵ 第７８条の６第１項の申告書、第９

４条第１項若しくは第２項の申告書に

係る税額（第４号に掲げる税額を除

く。） 当該税額に係る納期限の翌日

から１月を経過する日までの期間 

⑶  第９４条第１項若しくは第２項の

申告書又は第１２５条第１項の申告

書でその提出期限後に提出したもの

に係る税額 当該提出した日までの

期間又はその日の翌日から１月を経

過する日までの期間 

⑶ 第７８条の６第１項の申告書、第９

４条第１項若しくは第２項の申告書又

は第１２５条第１項の申告書でその提

出期限後に提出したものに係る税額 

当該提出した日までの期間又はその日

の翌日から１月を経過する日までの期

間 

⑷～⑹ 【略】 ⑷～⑹ 【略】 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第３０条 【略】 第３０条 【略】 

２ 【略】 ２ 【略】 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する

特定配当等（次項及び第３２条の７にお

いて「特定配当等」という。）（同号ロ

に掲げるものを除く。以下この項におい

て同じ。）に係る所得を有する者に係る

総所得金額は、当該特定配当等に係る所

得の金額を除外して算定する。 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する

特定配当等（以下本項及び次項並びに第

３２条の７において「特定配当等」とい

う。）に係る所得を有する者に係る総所

得金額は、当該特定配当等に係る所得の

金額を除外して算定する。 

４～６ 【略】 ４～６ 【略】 

 （軽自動車に関する用語の意義） 



 

改正後 改正前 

第７６条 削除 第７６条 軽自動車について、次の各号に

掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴ 原動機付自転車、道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５号）第２条第３

項に規定する原動機付自転車のうち原

動機により、陸上を移動させることを

目的として製作したものをいう。 

 ⑵ 軽自動車、道路運送車両法第３条に

いう軽自動車をいう。 

 ⑶ ２輪の小型自動車、道路運送車両法

第３条にいう小型自動車のうち２輪自

動車（側車付２輪自動車を含む。）を

いう。 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第７７条 軽自動車税は、軽自動車等に対

し、その所有者に課する。 

第７７条 軽自動車税は、３輪以上の軽自

動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の

取得者に環境性能割によつて、原動機付

自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び

２輪の小型自動車（以下「軽自動車等」

という。）に対し、当該軽自動車等の所

有者に種別割によつて課する。 

【削る】 ２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の

取得者には、法第４４３条第２項に規定

する者を含まないものとする。 

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第

１項の規定により軽自動車税を課するこ

とができない者である場合には、前項の

規定にかかわらず、当該軽自動車等の使

用者に軽自動車税を課する。ただし、公

用又は公共の用に供する軽自動車等につ

いては、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第

１項の規定により種別割を課することが

できない者である場合には、第１項の規

定にかかわらず、その使用者に課する。

ただし、公用又は公共の用に供する軽自

動車等については、これを課さない。 



 

改正後 改正前 

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税のみなす課税） 

第７８条 軽自動車等の売買契約において

売主が当該軽自動車等の所有権を留保し

ている場合には、買主を軽自動車等の所

有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第７８条 軽自動車等の売買契約において

売主が当該軽自動車等の所有権を留保し

ている場合には、軽自動車税の賦課徴収

については、買主を前条第１項に規定す

る３輪以上の軽自動車の取得者（以下こ

の節において「３輪以上の軽自動車の取

得者」という。）又は軽自動車等の所有

者とみなして、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に

係る軽自動車等について、買主の変更が

あつたときは、新たに買主となる者を軽

自動車等の所有者とみなして、軽自動車

税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に

係る軽自動車等について、買主の変更が

あつたときは、新たに買主となる者を３

輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車

等の所有者とみなして、軽自動車税を課

する。 

【削る】 ３ 法第４４４条第３項に規定する販売業

者等（以下この項において「販売業者等」

という。）が、その製造により取得した

３輪以上の軽自動車又はその販売のため

その他運行（道路運送車両法第２条第５

項に規定する運行をいう。次項において

同じ。）以外の目的に供するため取得し

た３輪以上の軽自動車について、当該販

売業者等が、法第４４４条第３項に規定

する車両番号の指定を受けた場合（当該

車両番号の指定前に第１項の規定の適用

を受ける売買契約の締結が行われた場合

を除く。）には、当該販売業者等を３輪

以上の軽自動車の取得者とみなして、環

境性能割を課する。 

【削る】 ４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を

取得した者が、当該３輪以上の軽自動車

を法の施行地内に持ち込んで運行の用に 



 

改正後 改正前 

 供した場合には、当該３輪以上の軽自動

車を運行の用に供する者を３輪以上の軽

自動車の取得者とみなして、環境性能割

を課する。 

 （環境性能割の課税標準） 

【削る】 第７８条の３ 環境性能割の課税標準は、

３輪以上の軽自動車の取得のために通常

要する価額として施行規則第１５条の１

０に定めるところにより算定した金額と

する。 

 （環境性能割の税率） 

【削る】 第７８条の４ 次の各号に掲げる３輪以上

の軽自動車に対して課する環境性能割の

税率は、当該各号に定める率とする。 

 ⑴ 法第４５１条第１項（同条第４項又

は第５項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるもの １

００分の１ 

 ⑵ 法第４５１条第２項（同条第４項又

は第５項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるもの １

００分の２ 

 ⑶ 法第４５１条第３項の規定の適用を

受けるもの １００分の３ 

 （環境性能割の徴収の方法） 

【削る】 第７８条の５ 環境性能割の徴収について

は、申告納付の方法によらなければなら

ない。 

 （環境性能割の申告納付） 

【削る】 第７８条の６ 環境性能割の納税義務者

は、法第４５４条第１項各号に掲げる３

輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各 



 

改正後 改正前 

 号に定める時又は日までに、施行規則第

３３号の４様式による申告書を市長に提

出するとともに、その申告に係る環境性

能割額を納付しなければならない。 

 ２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性

能割の納税義務者を除く。）は、法第４

５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める時又は日までに、施行

規則第３３号の４様式による報告書を市

長に提出しなければならない。 

 （環境性能割に係る不申告等に関する過

料） 

【削る】 第７８条の７ 環境性能割の納税義務者が

前条の規定により申告し、又は報告すべ

き事項について正当な事由がなくて申告

又は報告をしなかつた場合には、その者

に対し、１００，０００円以下の過料を

科する。 

 ２ 前項の過料の額は、情状により、市長

が定める。 

 ３ 第１項の過料を徴収する場合において

発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発付の日から１０日以内とする。 

 （環境性能割の減免） 

【削る】 第７８条の８ 市長は、公益のため直接専

用する３輪以上の軽自動車又は第８６条

第１項各号に掲げる軽自動車等（３輪以

上のものに限る。）のうち必要と認める

ものに対しては、環境性能割を減免する。 

 ２ 前項の規定による環境性能割の減免を

受けるための手続その他必要な事項につ

いては、規則で定める。 



 

改正後 改正前 

（軽自動車税の税率） （種別割の税率） 

第７９条 次の各号に掲げる軽自動車等に

対して課する軽自動車税の税率は、１台

についてそれぞれ当該各号に定める額と

する。 

第７９条 次の各号に掲げる軽自動車等に

対して課する種別割の税率は、１台につ

いてそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 

⑴～⑶ 【略】 ⑴～⑶ 【略】 

（軽自動車税の賦課期日及び納期） （種別割の賦課期日及び納期） 

第８０条 軽自動車税の賦課期日は、４月

１日とする。 

第８０条 種別割の賦課期日は、４月１日

とする。 

２ 軽自動車税の納期は、毎年４月１５日

から４月３０日までとする。 

２ 種別割の納期は、毎年４月１５日から

４月３０日までとする。 

（軽自動車税の徴収の方法） （種別割の徴収の方法） 

第８１条 軽自動車税は、普通徴収の方法

によつて徴収する。 

第８１条 種別割は、普通徴収の方法によ

つて徴収する。 

（軽自動車税の納税通知書） （種別割の納税通知書） 

第８２条 軽自動車税の納税通知書は、規

則で定める。 

第８２条 種別割の納税通知書は、規則で

定める。 

（軽自動車税に関する申告又は報告） （種別割に関する申告又は報告） 

第８３条 軽自動車税の納税義務者である

軽自動車等の所有者又は使用者（以下こ

の節において「軽自動車等の所有者等」

という。）は、軽自動車等の所有者等と

なつた日から１５日以内に、軽自動車及

び二輪の小型自動車の所有者又は使用者

にあつては施行規則第３３号の４様式に

よる申告書、原動機付自転車及び小型特

殊自動車の所有者又は使用者にあつては

施行規則第３３号の５様式による申告書

並びにその者の住所を証明すべき書類を

市長に提出しなければならない。 

第８３条 種別割の納税義務者である軽自

動車等の所有者又は使用者（以下この節

において「軽自動車等の所有者等」とい

う。）は、軽自動車等の所有者等となつ

た日から１５日以内に、軽自動車及び二

輪の小型自動車の所有者又は使用者にあ

つては施行規則第３３号の４の２様式に

よる申告書、原動機付自転車及び小型特

殊自動車の所有者又は使用者にあつては

施行規則第３３号の５様式による申告書

並びにその者の住所を証明すべき書類を

市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申

告事項について変更があつた場合におい 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申

告事項について変更があつた場合におい 



 

改正後 改正前 

ては、その事由が生じた日から１５日以

内に、当該変更があつた事項について軽

自動車及び二輪の小型自動車の所有者又

は使用者については施行規則第３３号の

４様式による申告書並びに原動機付自転

車及び小型特殊自動車の所有者又は使用

者については施行規則第３３号の５様式

による申告書を市長に提出しなければな

らない。ただし、次項の規定により申告

書を提出すべき場合については、この限

りでない。 

ては、その事由が生じた日から１５日以

内に、当該変更があつた事項について軽

自動車及び二輪の小型自動車の所有者又

は使用者については施行規則第３３号の

４の２様式による申告書並びに原動機付

自転車及び小型特殊自動車の所有者又は

使用者については施行規則第３３号の５

様式による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、次項の規定により

申告書を提出すべき場合については、こ

の限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなつた者

は、軽自動車等の所有者等でなくなつた

日から３０日以内に、軽自動車及び二輪

の小型自動車の所有者又は使用者につい

ては施行規則第３３号の４様式による申

告書、原動機付自転車及び小型特殊自動

車の所有者又は使用者については施行規

則第３４号様式による申告書を市長に提

出しなければならない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなつた者

は、軽自動車等の所有者等でなくなつた

日から３０日以内に、軽自動車及び二輪

の小型自動車の所有者又は使用者につい

ては施行規則第３３号の４の２様式によ

る申告書、原動機付自転車及び小型特殊

自動車の所有者又は使用者については施

行規則第３４号様式による申告書を市長

に提出しなければならない。 

４ 【略】 ４ 【略】 

（軽自動車税に係る不申告等に関する過

料） 

（種別割に係る不申告等に関する過料） 

第８４条 【略】 第８４条 【略】 

２・３ 【略】 ２・３ 【略】 

（軽自動車税の減免） （種別割の減免） 

第８５条 市長は、公益のため直接専用す

る軽自動車等のうち必要と認めるものに

対しては、軽自動車税を減免する。 

第８５条 市長は、公益のため直接専用す

る軽自動車等のうち必要と認めるものに

対しては、種別割を減免する。 

２ 前項の規定によつて軽自動車税の減免

を受けようとする者は、納期限までに、

当該軽自動車等について減免を受けよう 

２ 前項の規定によつて種別割の減免を受

けようとする者は、納期限までに、当該

軽自動車等について減免を受けようとす 



 

改正後 改正前 

とする税額及び次の各号に掲げる事項を

記載した申請書に減免を必要とする事由

を証明する書類を添付し、これを市長に

提出しなければならない。 

る税額及び次の各号に掲げる事項を記載

した申請書に減免を必要とする事由を証

明する書類を添付し、これを市長に提出

しなければならない。 

⑴～⑻ 【略】 ⑴～⑻ 【略】 

３ 第１項の規定によつて軽自動車税の減

免を受けた者は、その理由が消滅した場

合においては、直ちにその旨を市長に申

告しなければならない。 

３ 第１項の規定によつて種別割の減免を

受けた者は、その理由が消滅した場合に

おいては、直ちにその旨を市長に申告し

なければならない。 

（身体障がい者等に対する軽自動車税の

減免） 

（身体障がい者等に対する種別割の減

免） 

第８６条 市長は、次の各号のいずれかに

該当する軽自動車等のうち必要と認める

ものに対しては、軽自動車税を減免する。 

第８６条 市長は、次の各号のいずれかに

該当する軽自動車等のうち必要と認める

ものに対しては、種別割を減免する。 

⑴・⑵ 【略】 ⑴・⑵ 【略】 

２ 前項第１号の規定によつて軽自動車税 

 の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、市長に対して、身体障害者福祉法

（昭和２４年法律第２８３号）第１５条

の規定により交付された身体障害者手帳

（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律

第１６８号）第４条の規定により戦傷病

者手帳の交付を受けている者で身体障害

者手帳の交付を受けていないものにあつ

ては、戦傷病者手帳とする。以下この項

において「身体障害者手帳」という。）、

厚生労働大臣の定めるところにより交付

された療育手帳（以下この項において「療

育手帳」という。）又は精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条の規定により

交付された精神障害者保健福祉手帳（以

下この項において「精神障害者保健福祉 

２ 前項第１号の規定によつて種別割の減

免を受けようとする者は、納期限までに、

市長に対して、身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２８３号）第１５条の規定

により交付された身体障害者手帳（戦傷

病者特別援護法（昭和３８年法律第１６

８号）第４条の規定により戦傷病者手帳

の交付を受けている者で身体障害者手帳

の交付を受けていないものにあつては、

戦傷病者手帳とする。以下この項におい

て「身体障害者手帳」という。）、厚生

労働大臣の定めるところにより交付され

た療育手帳（以下この項において「療育

手帳」という。）又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第４５条の規定により交

付された精神障害者保健福祉手帳（以下

この項において「精神障害者保健福祉手 



 

改正後 改正前 

手帳」という。）及び道路交通法（昭和

３５年法律第１０５号）第９２条の規定

により交付された身体障がい者若しくは

身体障がい者等と生計を一にする者若し

くは身体障がい者等（身体障がい者等の

みで構成される世帯の者に限る。）を常

時介護する者の運転免許証（以下この項

において「運転免許証」という。）又は

これらの者の特定免許情報（同法第９５

条の２第２項に規定する特定免許情報を

いう。次項において同じ。）が記録され

た免許情報記録個人番号カード（同法第

９５条の２第４項に規定する免許情報記

録個人番号カードをいう。次項において

同じ。）を提示するとともに、次の各号

に掲げる事項を記載した申請書に減免を

必要とする理由を証明する書類を添付し

て、提出しなければならない。 

帳」という。）及び道路交通法（昭和３

５年法律第１０５号）第９２条の規定に

より交付された身体障がい者若しくは身

体障がい者等と生計を一にする者若しく

は身体障がい者等（身体障がい者等のみ

で構成される世帯の者に限る。）を常時

介護する者の運転免許証（以下この項に

おいて「運転免許証」という。）又はこ

れらの者の特定免許情報（同法第９５条

の２第２項に規定する特定免許情報をい

う。次項において同じ。）が記録された

免許情報記録個人番号カード（同法第９

５条の２第４項に規定する免許情報記録

個人番号カードをいう。次項において同

じ。）を提示するとともに、次の各号に

掲げる事項を記載した申請書に減免を必

要とする理由を証明する書類を添付し

て、提出しなければならない。 

⑴～⑹ 【略】 ⑴～⑹ 【略】 

３ 【略】 ３ 【略】 

４ 第１項第２号の規定によつて軽自動車

税の減免を受けようとする者は、納期限

までに、市長に対して、当該軽自動車等

の提示（市長が、当該軽自動車等の提示

に代わると認める書類の提出がある場合

には、当該書類の提出）をするとともに、

前条第２項各号に掲げる事項を記載した

申請書を提出しなければならない。 

４ 第１項第２号の規定によつて種別割の

減免を受けようとする者は、納期限まで

に、市長に対して、当該軽自動車等の提

示（市長が、当該軽自動車等の提示に代

わると認める書類の提出がある場合に

は、当該書類の提出）をするとともに、

前条第２項各号に掲げる事項を記載した

申請書を提出しなければならない。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定に

よつて軽自動車税の減免を受けている者

について準用する。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定に

よつて種別割の減免を受けている者につ

いて準用する。 

（商品であつて使用しない軽自動車等に

対する軽自動車税の減免） 

（商品であつて使用しない軽自動車等に

対する種別割の減免） 



 

改正後 改正前 

第８６条の２ 市長は、中古自動車販売業

者（軽自動車等を取り扱うことについて

古物営業法（昭和２４年法律第１０８号）

第３条第１項の許可を受けている者をい

う。以下この項において同じ。）が第８

０条に規定する賦課期日において商品と

して所有し、展示している軽自動車等に

係る軽自動車税については、当該中古自

動車販売業者が次に掲げる要件に該当す

る場合に限り、当該中古自動車販売業者

の申請に基づき、当該軽自動車税の全額

を減免することができる。 

第８６条の２ 市長は、中古自動車販売業

者（軽自動車等を取り扱うことについて

古物営業法（昭和２４年法律第１０８号）

第３条第１項の許可を受けている者をい

う。以下この項において同じ。）が第８

０条に規定する賦課期日において商品と

して所有し、展示している軽自動車等に

係る種別割については、当該中古自動車

販売業者が次に掲げる要件に該当する場

合に限り、当該中古自動車販売業者の申

請に基づき、当該種別割の全額を減免す

ることができる。 

⑴ 【略】 ⑴ 【略】 

⑵ 軽自動車税について滞納がないこ

と。 

⑵ 種別割について滞納がないこと。 

⑶ 【略】 ⑶ 【略】 

２ 【略】 ２ 【略】 

３ 第８５条第３項の規定は、第１項の規

定によつて軽自動車税の減免を受けてい

る者について準用する。 

３ 第８５条第３項の規定は、第１項の規

定によつて種別割の減免を受けている者

について準用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の

標識の交付等） 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の

標識の交付等） 

第８７条 【略】 第８７条 【略】 

２ 法第４４５条若しくは第７８条の２又

は第７７条第２項ただし書の規定によつ

て軽自動車税を課することのできない原

動機付自転車又は小型特殊自動車の所有

者又は使用者は、その主たる定置場が、

市内に所在することとなつたときは、そ

の事由が発生した日から１５日以内に、

市長に対して、標識交付申請書を提出し、

かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊 

２ 法第４４５条若しくは第７８条の２又

は第７７条第３項ただし書きの規定によ

つて種別割を課することのできない原動

機付自転車又は小型特殊自動車の所有者

又は使用者は、その主たる定置場が、市

内に所在することとなつたときは、その

事由が発生した日から１５日以内に、市

長に対して、標識交付申請書を提出し、

かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊 



 

改正後 改正前 

自動車の提示をしてその車体に取り付け

るべき標識の交付を受けなければならな

い。軽自動車税を課されるべき原動機付

自転車又は小型特殊自動車が法第４４５

条若しくは第７８条の２又は第７７条第

２項ただし書の規定によつて軽自動車税

を課されないこととなつたときにおける

当該原動機付自転車又は小型特殊自動車

の所有者又は使用者についても、また、

同様とする。 

自動車の提示をしてその車体に取り付け

るべき標識の交付を受けなければならな

い。種別割を課されるべき原動機付自転

車又は小型特殊自動車が法第４４５条若

しくは第７８条の２又は第７７条第３項

ただし書きの規定によつて種別割を課さ

れないこととなつたときにおける当該原

動機付自転車又は小型特殊自動車の所有

者又は使用者についても、また、同様と

する。 

３～６ 【略】 ３～６ 【略】  

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交

付を受けた者は、当該原動機付自転車若

しくは小型特殊自動車の主たる定置場が

市内に所在しないこととなつたとき、当

該原動機付自転車若しくは小型特殊自動

車を所有若しくは使用しないこととなつ

たとき又は当該原動機付自転車若しくは

小型特殊自動車に対して軽自動車税が課

されることとなつたときは、その事由が

発生した日から１５日以内に、市長に対

し、その標識及び証明書を返納しなけれ

ばならない。 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交

付を受けた者は、当該原動機付自転車若

しくは小型特殊自動車の主たる定置場が

市内に所在しないこととなつたとき、当

該原動機付自転車若しくは小型特殊自動

車を所有若しくは使用しないこととなつ

たとき又は当該原動機付自転車若しくは

小型特殊自動車に対して種別割が課され

ることとなつたときは、その事由が発生

した日から１５日以内に、市長に対し、

その標識及び証明書を返納しなければな

らない。 

８・９ 【略】 ８・９ 【略】 

（軽自動車税の納税証明書の交付） （種別割の納税証明書の交付） 

第８７条の２ 市長は、道路運送車両法第

６２条第１項の検査を申請しようとする

検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車

に係る所有者が、同法第９７条の２第１

項に規定する書面の交付を申請する場合

において、当該軽自動車又は２輪の小型

自動車について現に軽自動車税を滞納し

ていないとき又はその滞納していること 

第８７条の２ 市長は、道路運送車両法第

６２条第１項の検査を申請しようとする

検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車

に係る所有者が、同法第９７条の２第１

項に規定する書面の交付を申請する場合

において、当該軽自動車又は２輪の小型

自動車について現に種別割を滞納してい

ないとき又はその滞納していることが天 



 

改正後 改正前 

が天災その他やむを得ない事由によるも

のであるときは、当該所有者の申請によ

つてその旨を証する証明書を当該所有者

に交付する。 

災その他やむを得ない事由によるもので

あるときは、当該所有者の申請によつて

その旨を証する証明書を当該所有者に交

付する。 

２ 【略】 ２ 【略】 

（長岡京市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 長岡京市税条例の一部を改正する条例（昭和２６年長岡京市条例第１０号）の一 

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

 （個人の市民税の住宅借入金等特別税額

控除） 

【削る】 第７条の３ 平成２０年度から平成２８年

度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第４１条又は第

４１条の２の２の規定の適用を受けた場

合（同法第４１条第１項に規定する居住

年（次条において「居住年」という。）

が平成１１年から平成１８年までの各年

である場合に限る。）においては、法附

則第５条の４第６項に規定するところに

より控除すべき額（第３項において「市

民税の住宅借入金等特別税額控除額」と

いう。）を、当該納税義務者の第３２条

及び第３２条の４の規定を適用した場合

の所得割の額から控除する。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における

第３２条の６及び第３２条の７第１項の

規定の適用については、第３２条の６中

「前２条」とあるのは「前２条並びに附

則第７条の３第１項」と、同項中「前３ 



 

改正後 改正前 

 条」とあるのは「前３条並びに附則第７

条の３第１項」とする。 

 ３ 第１項の規定は、市民税の所得割の納

税義務者が、当該年度の初日の属する年

の３月１５日までに、施行規則で定める

ところにより、同項の規定の適用を受け

ようとする旨及び市民税の住宅借入金等

特別税額控除額の控除に関する事項を記

載した市民税住宅借入金等特別税額控除

申告書（その提出期限後において市民税

の納税通知書が送達される時までに提出

されたものを含む。）を市長に提出した

場合（法附則第５条の４第９項の規定に

より税務署長を経由して提出した場合を

含む。）に限り、適用する。 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額

控除） 

 

第７条の３ 平成２２年度から令和２０年

度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第４１条又は第

４１条の２の２の規定の適用を受けた場

合（同法第４１条第１項に規定する居住

年が平成２１年から令和７年までの各年

である場合に限る。）には、法附則第５

条の４第５項（同条第７項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）に

規定するところにより控除すべき額を、

当該納税義務者の第３２条及び第３２条

の４の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

第７条の３の２ 平成２２年度から令和２

０年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年分の所

得税につき租税特別措置法第４１条又は

第４１条の２の２の規定の適用を受けた

場合（居住年が平成１１年から平成１８

年まで又は平成２１年から令和７年まで

の各年である場合に限る。）において、

前条第１項の規定の適用を受けないとき

は、法附則第５条の４の２第５項（同条

第７項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。）に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の第

３２条及び第３２条の４の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における ２ 前項の規定の適用がある場合における



 

改正後 改正前 

第３２条の６及び第３２条の７第１項の

規定の適用については、第３２条の６中

「前２条」とあるのは「前２条並びに附

則第７条の３第１項」と、第３２条の７

第１項中「前３条」とあるのは「前３条

並びに附則第７条の３第１項」とする。 

第３２条の６及び第３２条の７第１項の

規定の適用については、第３２条の６中

「前２条」とあるのは「前２条並びに附

則第７条の３の２第１項」と、第３２条

の７第１項中「前３条」とあるのは「前

３条並びに附則第７条の３の２第１項」

とする。 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市

民税の課税の特例） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市

民税の課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和１２年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、法

附則第６条第４項に規定する場合におい

て、第３４条の２第１項の規定による申

告書（その提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された第

３４条の３第１項の確定申告書を含む。

次項において同じ。）に肉用牛の売却に

係る租税特別措置法第２５条第１項に規

定する事業所得の明細に関する事項の記

載があるとき（これらの申告書にその記

載がないことについてやむを得ない理由

があると市長が認めるときを含む。次項

において同じ。）は、当該事業所得に係

る市民税の所得割の額を免除する。 

第８条 昭和５７年度から令和９年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、法附

則第６条第４項に規定する場合におい

て、第３４条の２第１項の規定による申

告書（その提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された第

３４条の３第１項の確定申告書を含む。

次項において同じ。）に肉用牛の売却に

係る租税特別措置法第２５条第１項に規

定する事業所得の明細に関する事項の記

載があるとき（これらの申告書にその記

載がないことについてやむを得ない理由

があると市長が認めるときを含む。次項

において同じ。）は、当該事業所得に係

る市民税の所得割の額を免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民

税に限り、法附則第６条第５項に規定す

る場合において、第３４条の２第１項の

規定による申告書に肉用牛の売却に係る

租税特別措置法第２５条第２項第２号に

規定する事業所得の明細に関する事項の

記載があるときは、その者の前年の総所

得金額に係る市民税の所得割の額は、第 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民

税に限り、法附則第６条第５項に規定す

る場合において、第３４条の２第１項の

規定による申告書に肉用牛の売却に係る

租税特別措置法第２５条第２項第２号に

規定する事業所得の明細に関する事項の

記載があるときは、その者の前年の総所

得金額に係る市民税の所得割の額は、第 



 

改正後 改正前 

３０条から第３２条まで、第３２条の４

から第３２条の６まで、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び附則第７

条の４の規定にかかわらず、法附則第６

条第５項各号に掲げる金額の合計額とす

ることができる。 

３０条から第３２条まで、第３２条の４

から第３２条の６まで、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項、附則第７条

の３の２第１項及び附則第７条の４の規

定にかかわらず、法附則第６条第５項各

号に掲げる金額の合計額とすることがで

きる。 

３ 【略】 ３ 【略】 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例

で定める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例

で定める割合） 

第１０条の２ 【略】 第１０条の２ 【略】 

２ 【略】 ２ 【略】 

【削る】 ３ 法附則第１５条第２５項第１号イに規

定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は３分の２とする。 

【削る】 ４ 法附則第１５条第２５項第１号ロに規

定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は３分の２とする。 

【削る】 ５ 法附則第１５条第２５項第１号ハに規

定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は３分の２とする。 

【削る】 ６ 法附則第１５条第２５項第１号ニに規

定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は３分の２とする。 

【削る】 ７ 法附則第１５条第２５項第２号に規定

する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は７分の６とする。 

【削る】 ８ 法附則第１５条第２５項第３号イに規

定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は４分の３とする。 

【削る】 ９ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規

定する設備について同号に規定する条例



 

改正後 改正前 

で定める割合は４分の３とする。 

【削る】 １０ 法附則第１５条第２５項第３号ハに

規定する設備について同号に規定する条

例で定める割合は３分の２とする。 

【削る】 １１ 法附則第１５条第２５項第４号イに

規定する設備について同号に規定する条

例で定める割合は２分の１とする。 

【削る】 １２ 法附則第１５条第２５項第４号ロに

規定する設備について同号に規定する条

例で定める割合は２分の１とする。 

【削る】 １３ 法附則第１５条第２５項第４号ハに

規定する設備について同号に規定する条

例で定める割合は２分の１とする。 

３ 法附則第１５条第３５項に規定する条

例で定める割合は３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３６項に規定する

条例で定める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第３６項に規定する条

例で定める割合は３分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第３７項に規定する

条例で定める割合は３分の１とする。 

５ 法附則第１５条第３９項に規定する条

例で定める割合は３分の１とする。 

１６ 法附則第１５条第４０項に規定する

条例で定める割合は３分の１とする。 

６ 法附則第１５条第４０項に規定する条

例で定める割合は４分の３とする。 

１７ 法附則第１５条第４１項に規定する

条例で定める割合は４分の３とする。 

７・８ 【略 項の繰上げ】 １８・１９ 【略】 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告） 

第１０条の３ 【略】 第１０条の３ 【略】 

２～６ 【略】 ２～６ 【略】 

７ 法附則第１５条の８第４項の家屋につ

いて、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日までに次に掲げる事項を記載し

た申告書に令附則第１２条第１７項に規 

７ 法附則第１５条の８第４項の家屋につ

いて、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日までに次に掲げる事項を記載し

た申告書に令附則第１２条第１６項に規 



 

改正後 改正前 

定する従前の家屋について移転補償金を

受けたことを証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

定する従前の家屋について移転補償金を

受けたことを証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

⑴～⑶ 【略】 ⑴～⑶ 【略】 

８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準

適合住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合

住宅に係る耐震改修が完了した日から３

月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に当該耐震改修に要した費用を証す

る書類及び当該耐震改修後の家屋が令附

則第１２条第２０項に規定する基準を満

たすことを証する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準

適合住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合

住宅に係る耐震改修が完了した日から３

月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に当該耐震改修に要した費用を証す

る書類及び当該耐震改修後の家屋が令附

則第１２条第１９項に規定する基準を満

たすことを証する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

⑴～⑹ 【略】 ⑴～⑹ 【略】 

９ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等

居住改修住宅又は同条第５項の高齢者等

居住改修専有部分について、これらの規

定の適用を受けようとする者は、同条第

４項に規定する居住安全改修工事が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

９ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等

居住改修住宅又は同条第５項の高齢者等

居住改修専有部分について、これらの規

定の適用を受けようとする者は、同条第

４項に規定する居住安全改修工事が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

⑴～⑶ 【略】 ⑴～⑶ 【略】 

⑷ 令附則第１２条第２４項に掲げる者

に該当する者の住所、氏名及び当該者

が同項各号のいずれに該当するかの別 

⑷ 令附則第１２条第２３項に掲げる者

に該当する者の住所、氏名及び当該者

が同項各号のいずれに該当するかの別 

⑸ 【略】 ⑸ 【略】 

⑹ 居住安全改修工事に要した費用並び

に令附則第１２条第２５項に規定する

補助金等、居宅介護住宅改修費及び介 

⑹ 居住安全改修工事に要した費用並び

に令附則第１２条第２４項に規定する

補助金等、居宅介護住宅改修費及び介 



 

改正後 改正前 

護予防住宅改修費 護予防住宅改修費 

⑺ 【略】 ⑺ 【略】 

１０ 法附則第１５条の９第９項の熱損失

防止改修等住宅又は同条第１０項の熱損

失防止改修等専有部分について、これら

の規定の適用を受けようとする者は、同

条第９項に規定する熱損失防止改修工事

等が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１０項各号に掲げる書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

１０ 法附則第１５条の９第９項の熱損失

防止改修等住宅又は同条第１０項の熱損

失防止改修等専有部分について、これら

の規定の適用を受けようとする者は、同

条第９項に規定する熱損失防止改修工事

等が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１０項各号に掲げる書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

⑴～⑷ 【略】 ⑴～⑷ 【略】 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用

及び令附則第１２条第３２項に規定す

る補助金等 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用

及び令附則第１２条第３１項に規定す

る補助金等 

⑹ 【略】 ⑹ 【略】 

１１ 【略】 １１ 【略】 

１２ 法附則第１５条の９の２第４項に規

定する特定熱損失防止改修等住宅又は同

条第５項に規定する特定熱損失防止改修

等住宅専有部分について、これらの規定

の適用を受けようとする者は、法附則第

１５条の９第９項に規定する熱損失防止

改修工事等が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第１２項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

１２ 法附則第１５条の９の２第４項に規

定する特定熱損失防止改修等住宅又は同

条第５項に規定する特定熱損失防止改修

等住宅専有部分について、これらの規定

の適用を受けようとする者は、法附則第

１５条の９第９項に規定する熱損失防止

改修工事等が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第１２項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

⑴～⑷ 【略】 ⑴～⑷ 【略】 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用

及び令附則第１２条第３２項に規定す

る補助金等 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用

及び令附則第１２条第３１項に規定す

る補助金等 



 

改正後 改正前 

⑹ 【略】 ⑹ 【略】 

１３・１４ 【略】 １３・１４ 【略】 

１５ 法附則第１５条の１０第１項の耐震

基準適合家屋について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該耐震基準

適合家屋に係る耐震改修が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第１８項

に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関す

る法律（平成７年法律第１２３号）第７

条又は附則第３条第１項の規定による報

告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第１２条第２０項に規定する基準を

満たすことを証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

１５ 法附則第１５条の１０第１項の耐震

基準適合家屋について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該耐震基準

適合家屋に係る耐震改修が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第１８項

に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関す

る法律（平成７年法律第１２３号）第７

条又は附則第３条第１項の規定による報

告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第１２条第１９項に規定する基準を

満たすことを証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

⑴～⑹ 【略】 ⑴～⑹ 【略】 

【削る】 １６ 法附則第１５条の１１第１項の改修

実演芸術公演施設について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、同項に規

定する利便性等向上改修工事が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行規則

（平成１８年国土交通省令第１１０号）

第１０条第２項に規定する通知書の写し

及び主として劇場、音楽堂等の活性化に

関する法律（平成２４年法律第４９号）

第２条第２項に規定する実演芸術の公演

の用に供する施設である旨を証する書類

を添付して市長に提出しなければならな

い。 

 ⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及 



 

改正後 改正前 

 び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあつては、

住所及び氏名又は名称） 

 ⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造

及び床面積 

 ⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律施行令（平

成１８年政令第３７９号）第５条第３

号に規定する劇場若しくは演芸場又は

同条第４号に規定する集会場若しくは

公会堂のいずれに該当するかの別 

 ⑷ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

 ⑸ 利便性等向上改修工事が完了した年

月日 

 ⑹ 利便性等向上改修工事が完了した日

から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出するこ

とができなかつた理由 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の

特例） 

【削る】 第１５条の２ 軽自動車税の環境性能割の

賦課徴収は、当分の間、第２章の規定に

かかわらず、府が、自動車税の環境性能

割の賦課徴収の例により、行うものとす

る。 

 ２ 府知事は、当分の間、前項の規定によ

り行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴

収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４

４６条第１項（同条第２項又は第３項に

おいて準用する場合を含む。）又は法第

４５１条第１項若しくは第２項（これら

の規定を同条第４項又は第５項において 



 

改正後 改正前 

 準用する場合を含む。）の適用を受ける

３輪以上の軽自動車に該当するかどうか

の判断をするときは、国土交通大臣の認

定等（法附則第２９条の９第３項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項

において同じ。）に基づき当該判断をす

るものとする。 

 ３ 府知事は、当分の間、第１項の規定に

より賦課徴収を行う軽自動車税の環境性

能割につき、その納付すべき額について

不足額があることを附則第１５条の４の

規定により読み替えられた第７８条の６

第１項の納期限（納期限の延長があつた

ときは、その延長された納期限）後にお

いて知つた場合において、当該事実が生

じた原因が、国土交通大臣の認定等の申

請をした者が偽りその他不正の手段（当

該申請をした者に当該申請に必要な情報

を直接又は間接に提供した者の偽りその

他不正の手段を含む。）により国土交通

大臣の認定等を受けたことを事由として

国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定

等を取り消したことによるものであると

きは、当該申請をした者又はその一般承

継人を当該不足額に係る３輪以上の軽自

動車について法附則第２９条の１１の規

定によりその例によることとされた法第

１６１条第１項に規定する申告書を提出

すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者

とみなして、軽自動車税の環境性能割に

関する規定を適用する。 

 ４ 前項の規定の適用がある場合における

納付すべき軽自動車税の環境性能割の額



 

改正後 改正前 

は、同項の不足額に、これに１００分の

３５の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 

 （軽自動車税の環境性能割の減免の特

例） 

【削る】 第１５条の３ 市長は、当分の間、第７８

条の８の規定にかかわらず、府知事が自

動車税の環境性能割を減免する自動車に

相当するものとして市長が定める３輪以

上の軽自動車に対しては、軽自動車税の

環境性能割を減免する。 

 （軽自動車税の環境性能割の申告納付の

特例） 

【削る】 第１５条の４ 第７８条の６の規定による

申告納付については、当分の間、同条中

「市長」とあるのは、「府知事」とする。 

 （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取

扱費の交付） 

【削る】 第１５条の５ 市は、府が軽自動車税の環

境性能割の賦課徴収に関する事務を行う

ために要する費用を補償するため、法附

則第２９条の１６第１項に掲げる金額の

合計額を、徴収取扱費として府に交付す

る。 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特

例） 

【削る】 第１５条の６ 営業用の３輪以上の軽自動

車に対する第７８条の４の規定の適用に

ついては、当分の間、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 



 

改正後 改正前 

 第１号 １００分の１ １ ０ ０ 分 の

０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 
 

 ２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する

第７８条の４（第３号に係る部分に限

る。）の規定の適用については、当分の

間、同号中「１００分の３」とあるのは、

「１００分の２」とする。 

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定す

る３輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が最初の道路運送車両法第６０条第

１項後段の規定による車両番号の指定

（次項及び第３項において「初回車両番

号指定」という。）を受けた月から起算

して１４年を経過した月の属する年度以

後の年度分の軽自動車税に係る第７９条

の規定の適用については、当分の間、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定す

る３輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が最初の法第４４４条第３項に規定

する車両番号の指定（次項から第４項ま

でにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して１４年を経過し

た月の属する年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割に係る第７９条の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

【表省略】 【表省略】 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する

第７９条の規定の適用については、当該

軽自動車が令和７年４月１日から令和１

０年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には、当該初回車両番

号指定を受けた日の属する年度の翌年度

分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する

第７９条の規定の適用については、当該

軽自動車が令和４年４月１日から令和８

年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には、当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に



 

改正後 改正前 

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

【表省略】 【表省略】 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を

受ける３輪以上の同項に規定するガソリ

ン軽自動車（以下この項において「ガソ

リン軽自動車」という。）（営業用の乗

用のものに限る。）に対する第７９条の

規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和７年４月１日から令和８年

３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には、令和８年度分の軽自

動車税に限り、同条第２号ア（イ）中「３，

９００円」とあるのは「２，０００円」

と、同号ア（ウ）a（a）中「６，９００

円」とあるのは「３，５００円」とする。 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を

受ける３輪以上の法第４４６条第１項第

３号に規定するガソリン軽自動車（以下

この項及び次項において「ガソリン軽自

動車」という。）（営業用の乗用のもの

に限る。）に対する第７９条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が

令和４年４月１日から令和８年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税の種別割に限り、同条第２号ア（イ）

中「３，９００円」とあるのは「２，０

００円」と、同号ア（ウ）a（a）中「６，

９００円」とあるのは「３，５００円」

とする。 

【削る】 ４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を

受ける３輪以上のガソリン軽自動車（前

項の規定の適用を受けるものを除き、営

業用の乗用のものに限る。）に対する第

７９条の規定の適用については、当該ガ

ソリン軽自動車が令和４年４月１日から

令和７年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には、当該初回車

両番号指定を受けた日の属する年度の翌

年度分の軽自動車税の種別割に限り、同

条第２号ア（イ）中「３，９００円」と

あるのは「３，０００円」と、同号ア（ウ）

a（a）中「６，９００円」とあるのは「５，

２００円」とする。 



 

改正後 改正前 

（軽自動車税の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の賦課

徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条

第２項又は第３項の規定の適用を受ける

３輪以上の軽自動車に該当するかどうか

の判断をするときは、国土交通大臣の認

定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項

において同じ。）に基づき当該判断をす

るものとする。 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別

割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動

車が前条第２項から第４項までの規定の

適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当

するかどうかの判断をするときは、国土

交通大臣の認定等（法附則第３０条の２

第１項に規定する国土交通大臣の認定等

をいう。次項において同じ。）に基づき

当該判断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の額に

ついて不足額があることを第８０条第２

項の納期限（納期限の延長があつたとき

は、その延長された納期限）後において

知つた場合において、当該事実が生じた

原因が、国土交通大臣の認定等の申請を

した者が偽りその他不正の手段（当該申

請をした者に当該申請に必要な情報を直

接又は間接に提供した者の偽りその他不

正の手段を含む。）により国土交通大臣

の認定等を受けたことを事由として国土

交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を

取り消したことによるものであるとき

は、当該申請をした者又はその一般承継

人を賦課期日現在における当該不足額に

係る３輪以上の軽自動車の所有者とみな

して、軽自動車税に関する規定（第８３

条及び第８４条の規定を除く。）を適用

する。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別

割の額について不足額があることを第８

０条第２項の納期限（納期限の延長があ

つたときは、その延長された納期限）後

において知つた場合において、当該事実

が生じた原因が、国土交通大臣の認定等

の申請をした者が偽りその他不正の手段

（当該申請をした者に当該申請に必要な

情報を直接又は間接に提供した者の偽り

その他不正の手段を含む。）により国土

交通大臣の認定等を受けたことを事由と

して国土交通大臣が当該国土交通大臣の

認定等を取り消したことによるものであ

るときは、当該申請をした者又はその一

般承継人を賦課期日現在における当該不

足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者

とみなして、軽自動車税の種別割に関す

る規定（第８３条及び第８４条の規定を

除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における

納付すべき軽自動車税の額は、同項の不

足額に、これに１００分の３５の割合を

３ 前項の規定の適用がある場合における

納付すべき軽自動車税の種別割の額は、

同項の不足額に、これに１００分の３５



 

改正後 改正前 

乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 

の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例） 

第１６条の３ 【略】 第１６条の３ 【略】 

２ 【略】 ２ 【略】 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

⑴ 【略】 ⑴ 【略】 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項、附則第７条

第１項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第３２条の４中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第１６条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第３

２条の５第１項前段、第３２条の６、

第３２条の７第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第１６条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３２条

の５第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第１６条

の３第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項、附則第７条

第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項の規定の適用

については、第３２条の４中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１６条の３第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第３２条の５

第１項前段、第３２条の６、第３２条

の７第１項、附則第７条第１項、附則

第７条の３第１項及び附則第７条の３

の２第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第１６条の

３第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３２条の５第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第１６条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

⑶～⑸  【略】 ⑶～⑸ 【略】 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る 

市民税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る 

市民税の課税の特例） 

第１６条の４ 【略】 第１６条の４ 【略】 



 

改正後 改正前 

２ 【略】 ２ 【略】 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

⑴ 【略】 ⑴ 【略】 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項、附則第７条

第１項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第３２条の４中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第１６条の４第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第３

２条の５第１項前段、第３２条の６、

第３２条の７第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第１６条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３２条

の５第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第１６条

の４第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項、附則第７条

第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項の規定の適用

については、第３２条の４中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１６条の４第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第３２条の５

第１項前段、第３２条の６、第３２条

の７第１項、附則第７条第１項、附則

第７条の３第１項及び附則第７条の３

の２第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第１６条の

４第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３２条の５第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第１６条の４第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

⑶～⑸ 【略】 ⑶～⑸ 【略】 

４ 【略】 ４ 【略】 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例） 

第１７条 【略】 第１７条 【略】 

２ 【略】 ２ 【略】 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

⑴ 【略】 ⑴ 【略】 



 

改正後 改正前 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項、附則第７条

第１項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第３２条の４中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第１７条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３２条

の５第１項前段、第３２条の６、第３

２条の７第１項、附則第７条第１項及

び附則第７条の３第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１７条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３２条の５第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第１７条第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項、附則第７条

第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項の規定の適用

については、第３２条の４中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１７条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３２条の５第１

項前段、第３２条の６、第３２条の７

第１項、附則第７条第１項、附則第７

条の３第１項及び附則第７条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１７条第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３２条の５第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則

第１７条第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ 【略】 ⑶～⑸ 【略】 

（優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民

税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民

税の課税の特例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和１１

年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第１項に規定する譲渡所得の基因となる

土地等（租税特別措置法第３１条第１項

に規定する土地等をいう。以下この条に

おいて同じ。）の譲渡（同項に規定する

譲渡をいう。以下この条において同じ。）

をした場合において、当該譲渡が優良住

宅地等のための譲渡（法附則第３４条の

２第１項に規定する優良住宅地等のため

第１７条の２ 昭和６３年度から令和８年

度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第１項に規定する譲渡所得の基因となる

土地等（租税特別措置法第３１条第１項

に規定する土地等をいう。以下この条に

おいて同じ。）の譲渡（同項に規定する

譲渡をいう。以下この条において同じ。）

をした場合において、当該譲渡が優良住

宅地等のための譲渡（法附則第３４条の

２第１項に規定する優良住宅地等のため



 

改正後 改正前 

の譲渡をいう。）に該当するときにおけ

る前条第１項に規定する譲渡所得（次条

の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲

渡所得金額に対して課する市民税の所得

割の額は、前条第１項の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める金額に相当する額とす

る。 

の譲渡をいう。）に該当するときにおけ

る前条第１項に規定する譲渡所得（次条

の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲

渡所得金額に対して課する市民税の所得

割の額は、前条第１項の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める金額に相当する額とす

る。 

⑴・⑵ 【略】 ⑴・⑵ 【略】 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和

１１年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に

前条第１項に規定する譲渡所得の基因と

なる土地等の譲渡をした場合において、

当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のた

めの譲渡（法附則第３４条の２第５項に

規定する確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１

項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲

渡所得金額に対して課する市民税の所得

割について準用する。この場合において、

当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項

の規定に該当することとなるときは、当

該譲渡は確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡ではなかつたものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和

８年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に前

条第１項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等の譲渡をした場合において、当

該譲渡が確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡（法附則第３４条の２第５項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための

譲渡をいう。以下この項において同じ。）

に該当するときにおける前条第１項に規

定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得

金額に対して課する市民税の所得割につ

いて準用する。この場合において、当該

譲渡が法附則第３４条の２第１０項の規

定に該当することとなるときは、当該譲

渡は確定優良住宅地等予定地のための譲

渡ではなかつたものとみなす。 

３ 【略】 ３ 【略】 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例） 

第１８条 【略】 第１８条 【略】 

２～４ 【略】 ２～４ 【略】 



 

改正後 改正前 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

⑴ 【略】 ⑴ 【略】 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項、附則第７条

第１項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第３２条の４中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第１８条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３２条

の５第１項前段、第３２条の６、第３

２条の７第１項、附則第７条第１項及

び附則第７条の３第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１８条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３２条の５第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第１８条第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項、附則第７条

第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項の規定の適用

については、第３２条の４中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１８条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３２条の５第１

項前段、第３２条の６、第３２条の７

第１項、附則第７条第１項、附則第７

条の３第１項及び附則第７条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１８条第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３２条の５第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則

第１８条第１項の規定による市民税の 

所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ 【略】 ⑶～⑸ 【略】 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第１９条 【略】 第１９条 【略】 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

⑴ 【略】 ⑴ 【略】 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項、附則第７条

第１項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第３２条の４中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項、附則第７条

第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項の規定の適用

については、第３２条の４中「所得割



 

改正後 改正前 

額及び附則第１９条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３２条

の５第１項前段、第３２条の６、第３

２条の７第１項、附則第７条第１項及

び附則第７条の３第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１９条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３２条の５第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第１９条第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１９条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３２条の５第１

項前段、第３２条の６、第３２条の７

第１項、附則第７条第１項、附則第７

条の３第１項及び附則第７条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１９条第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３２条の５第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則

第１９条第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ 【略】 ⑶～⑸ 【略】 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の

市民税の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の

市民税の課税の特例） 

第２０条 【略】 第２０条 【略】 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

⑴ 【略】 ⑴ 【略】 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項、附則第７条

第１項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第３２条の４中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第２０条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３２条

の５第１項前段、第３２条の６、第３

２条の７第１項、附則第７条第１項及

び附則第７条の３第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第２０条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３２条の５第１

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項、附則第７条

第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項の規定の適用

については、第３２条の４中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第２０条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３２条の５第１

項前段、第３２条の６、第３２条の７

第１項、附則第７条第１項、附則第７

条の３第１項及び附則第７条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第２０条第１項の



 

改正後 改正前 

項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２０条第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

規定による市民税の所得割の額」と、

第３２条の５第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則

第２０条第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ 【略】 ⑶～⑸ 【略】 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条の２ 【略】 第２０条の２ 【略】 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

⑴ 【略】 ⑴ 【略】 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項並びに附則第

７条第１項及び附則第７条の３第１項

の規定の適用については、第３２条の

４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第２０条の２第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３２条の５第１項前段、第３２条の

６、第３２条の７第１項並びに附則第

７条第１項及び附則第７条の３第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第２０条の２第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３２条の５第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則

第２０条の２第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項並びに附則第

７条第１項、第７条の３第１項及び第

７条の３の２第１項の規定の適用につ

いては、第３２条の４中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２

０条の２第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第３２条の５第１項

前段、第３２条の６、第３２条の７第

１項並びに附則第７条第１項、第７条

の３第１項及び第７条の３の２第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第２０条の２第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３２条の５第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則

第２０条の２第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ 【略】 ⑶～⑸ 【略】 

３・４ 【略】 ３・４ 【略】 



 

改正後 改正前 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

⑴ 【略】 ⑴ 【略】 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項並びに附則第

７条第１項及び附則第７条の３第１項

の規定の適用については、第３２条の

４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第２０条の２第３項後

段の規定による市民税の所得割の額」

と、第３２条の５第１項前段、第３２

条の６、第３２条の７第１項並びに附

則第７条第１項及び附則第７条の３第

１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第２０条の２第３

項後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第３２条の５第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第２０条の２第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項並びに附則第

７条第１項、第７条の３第１項及び第

７条の３の２第１項の規定の適用につ

いては、第３２条の４中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２

０条の２第３項後段の規定による市民

税の所得割の額」と、第３２条の５第

１項前段、第３２条の６、第３２条の

７第１項並びに附則第７条第１項、第

７条の３第１項及び第７条の３の２第

１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第２０条の２第３

項後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第３２条の５第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第２０条の２第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

⑶～⑸ 【略】 ⑶～⑸ 【略】 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条の３ 【略】 第２０条の３ 【略】 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

⑴ 【略】 ⑴ 【略】 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項並びに附則第

７条第１項及び附則第７条の３第１項

の規定の適用については、第３２条の

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項並びに附則第

７条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項の規定の



 

改正後 改正前 

４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第２０条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３２条の５第１項前段、第３２条の

６、第３２条の７第１項並びに附則第

７条第１項及び附則第７条の３第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第２０条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３２条の５第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則

第２０条の３第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

適用については、第３２条の４中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第２０条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３２条

の５第１項前段、第３２条の６、第３

２条の７第１項並びに附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び附則第

７条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第

２０条の３第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３２条の５第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２０条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

⑶～⑸ 【略】 ⑶～⑸ 【略】 

３・４ 【略】 ３・４ 【略】 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

⑴ 【略】 ⑴ 【略】 

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項並びに附則第

７条第１項及び附則第７条の３第１項

の規定の適用については、第３２条の

４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第２０条の３第３項後

段の規定による市民税の所得割の額」

と、第３２条の５第１項前段、第３２

条の６、第３２条の７第１項並びに附

則第７条第１項及び附則第７条の３第

１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第２０条の３第３

項後段の規定による市民税の所得割の

⑵ 第３２条の４から第３２条の６ま

で、第３２条の７第１項並びに附則第

７条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項の規定の

適用については、第３２条の４中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第２０条の３第３項後段の規定

による市民税の所得割の額」と、第３

２条の５第１項前段、第３２条の６、

第３２条の７第１項並びに附則第７条

第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附



 

改正後 改正前 

額」と、第３２条の５第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第２０条の３第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

則第２０条の３第３項後段の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３２条

の５第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第２０条

の３第３項後段の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ 【略】 ⑶～⑸ 【略】 

６ 【略】 ６ 【略】 

（長岡京市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 長岡京市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年長岡京市条例第１１号）の

一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初め

て道路運送車両法第６０条第１項後段の

規定による車両番号の指定を受けた３輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車

税に係る長岡京市税条例第７９条及び長

岡京市税条例の一部を改正する条例（昭

和２６年長岡京市条例第１０号）附則（以

下この条において「改正附則」という。）

第１６条の規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる長岡京市税条例及び改

正附則の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初め

て道路運送車両法第６０条第１項後段の

規定による車両番号の指定を受けた３輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車

税の種別割に係る長岡京市税条例第７９

条及び長岡京市税条例の一部を改正する

条例（昭和２６年長岡京市条例第１０号）

附則（以下この条において「改正附則」

という。）第１６条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる長岡京市税

条例及び改正附則の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

【表省略】 【表省略】 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 第２条の規定による改正後の長岡京市税条例の一部を改正する条例附則（以下「改



 

正後の改正条例附則」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後

の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税については、な

お従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の長岡京市税条例及び改正後の改正条例附則の規定中

軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境

性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 


